
（１1）その他の申請

建築士法第８条の２第３号の届出

※該当事項
・禁錮以上の刑に処せられたとき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　：本人

　：本人

必要書類等
建築士法第８条の２第３号の届出
二級・木造建築士免許証（免許証明書）の原本
本人確認ができる公的証明書　（注1参照）

※確認のため用意して下さい ＜2点必要な書類（ＡとＢから１点づつ又はＡから１点）＞

後見開始、保佐開始の審判届

※該当事項
・後見開始の審判を受けたとき　　　　：その後見人
・保佐開始の審判を受けたとき　　　　：その保佐人

必要書類等
二級・木造建築士に係る後見開始・保佐開始審判届

二級・木造建築士免許証（免許証明書）の原本
被成年後見人又は被保佐人であることを証する
登記事項証明書
本人確認ができる公的証明書　（注1参照）

※確認のため用意して下さい ＜2点必要な書類（ＡとＢから１点づつ又はＡから１点）＞

免許取消申請

必要書類等
免許取消申請書
二級・木造建築士免許証（免許証明書）の原本
本人確認ができる公的証明書　（注1参照）

※確認のため用意して下さい ＜2点必要な書類（ＡとＢから１点づつ又はＡから１点）＞

注1
＜１点で良いもの＞

A B
・健康保険被保険者証
・国民健康保険被保険者証
・船員保険被保険者証
・介護保険被保険者証
・共済組合員証
・後期高齢者医療被保険者証
・国民年金手帳（証書）
・厚生年金保険年金手帳（証書）
・船員保険年金手帳（証書）
・共済年金証書
・恩給証書
・印鑑登録証明書と印鑑　　　　　　　　　等

＜1点でよい書類＞運転免許証、パスポート等

次のいずれかに該当することとなった場合、３０日以内に下記の方が次の書類を提出してください。

注意事項

亡失の場合は、不要

Ａ・健康保険　Ｂ・会社等の身分証明書（写真付きのもの）等

本人確認に使用する公的な身分証明書は、本人の顔写真がついているものを原則とします。

・運転免許証
・パスポート
・写真付き住民基本台帳カード
・宅地建物取引主任者証
・在留カード、特別永住者証明書（外国籍の方）
・写真付き身体障害者手帳（写真貼替え防止がなされているもの） 　　等

＜２点必要なもの＞　　　AとBから１点づつ、又はAから2点ご用意ください

・学生証（写真付きのもの）
・会社等の身分証明書（写真付きのもの）
・公の機関が発行した資格証明書（写真付きのもの）
 （公の機関とは国の機関、都道府県庁、区市町村役場や国、地
方公共団体の行政監視又は行政監察の対象となっている機関な
どをいいます）

二級・木造建築士が一身上の都合により免許の取消を申請する場合、次の書類を提出してください。

注意事項

亡失の場合は、不要

Ａ・健康保険　Ｂ・会社等の身分証明書（写真付きのもの）等

次のいずれかに該当することとなった場合、３０日以内に下記の方が次の書類を提出してください。

注意事項

・建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられたとき

＜1点でよい書類＞運転免許証、パスポート等

Ａ・健康保険　Ｂ・会社等の身分証明書（写真付きのもの）等

＜1点でよい書類＞運転免許証、パスポート等

等



兵建士様式第15号 
 
二級・木造建築士に係る建築士法第８条の２第３号の届出 

                              

 

                                                    第３号 
 私は、     年   月   日建築士法第７条     に該当することと 
                                                    第４号 

なりましたので二級・木造建築士免許証を添え建築士法第８条の２第３号に基づき届

け出ます。  

 

                            年   月   日  

 

 兵 庫 県 知 事  様  

 

                届出者住所                  

 

                                    氏   名                                   

 

記 

 

   ふ り が な  

１ 氏        名  

２ 生  年  月  日  

３ 性         別  

４ 登  録   番  号  

５ 登 録 年 月 日  

６ 刑の種類 

（刑期がある場合は刑期についても

記載し、執行猶予がある場合はその期

間についても併せて記載すること。） 

 

 

 

 

 

（日本工業規格Ａ列４番） 



兵建士様式第 18 号 

 

 
後見開始  

二級・木造建築士に係る     の審判届  
                   保佐開始  

 

 

                                                後見開始 
 下記の者は、     年   月   日      の審判を受けましたので 
                                                保佐開始 
 

関係書類を添え建築士法第８条の２第２号に基づき届け出ます。  

 

                         年   月   日  

 

 兵 庫 県 知 事  様  

 

                後 見 人 又 は 保 佐 人 

 

                                    住 所                    

 

                                    氏 名                                     印 

 

記 

 

   ふ り が な  

１ 氏        名  

２ 生  年  月  日  

３ 性         別  

４ 登  録   番  号  

５ 登 録 年 月 日  

（日本工業規格Ａ列４番） 



兵建士様式第16号 
 

二級・木造建築士免許取消申請書  
                              

 

                                                 
 私は、このたび二級・木造建築士の免許を取り消したいので、免許証を添えて下記

のとおり申請します。 

 

                     年   月   日  

 

 兵 庫 県 知 事  様  

 

                    

                                   申請者住所                  

 

                                   氏   名                                   

 

記 

 
 

   ふ り が な  

１ 氏        名  

２ 生  年  月  日  

３ 性         別  

４ 登  録   番  号  

５ 登 録 年 月 日  

６ 取 消 の 理 由  

（日本工業規格Ａ列４番） 


